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午前９時００分開議

○議長（山路 有君） 皆さん、おはようございます。

平成３０年１２月第４回定例会本会議３日目を開会します。

１２月となりまして何かと気ぜわしいところと思います。また、ここ寒暖の激しい毎日となっ

ています。村民の皆様ともども健康管理には十分に気をつけていただきたいと思います。

ただいまの出席議員数は９名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きま

す。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

・ ・

日程第１ 一般質問

○議長（山路 有君） 日程第１、一般質問を行います。

本日の一般質問は、２日目となります。ここで通告者の紹介をいたします。

通告順６番、江田加代議員、この後、午前９時から行います。通告順７番、松本二三子議員、

午前１０時から行います。

それでは、通告順に質問を許します。

江田加代議員。

○議員（６番 江田 加代君） ６番、江田です。私は、今回３点にわたって質問いたします。

まず、１点目です。１点目は、村職員の服務規程の実践状況について質問いたします。

地方公務員法３０条に「すべて職員は、全体の奉仕者として公共のために勤務し、且つ、職務

の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」とあり、第３１条に「服務

の宣誓をしなければならない」とあります。本村での実践状況について伺います。村長の答弁よ

ろしくお願いいたします。

２点目です。２点目は、就学援助が後退しない対策を求めて質問いたします。

前回の６月議会で、生活保護費削減が就学援助等の基準に影響しない措置を求めて質問いたし

ました。その後の新聞報道で、当初は保護費削減に連動させずに就学援助認定基準を維持してい

た自治体や、負担を緩和させる経過措置をとっていた自治体がその後変化していると報道されて

います。ことし１０月からの生活保護費削減の影響については、年度途中での引き下げであり、

すぐに影響は出ないと考えられますが、これまでも就学援助がもろに影響を受けています。就学

援助は子供たちに教育の機会均等を保障する貴重な制度であり、制度の縮小にならない措置を求

め、再度質問いたします。教育長の御答弁よろしくお願いいたします。
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最後に、３点目です。高齢者に福祉灯油をということで質問いたします。

４年前、私たち日本共産党の日吉津支部で行った暮らしのアンケートで、灯油代にも事欠き、

医療を受けないようにして生活を防衛していても、医療・介護保険料は、年金から天引きされて

しまう、介護保険から脱退できないものかの声が寄せられていました。また、厚生労働省の調査

で、ことし８月に生活保護を利用した世帯は、前月より増加、特に６５歳以上の高齢の単身世帯

の増加が目立ち、配偶者の死亡でひとり暮らしとなり、年金収入の減少などで生活困窮に陥る高

齢者単身世帯がふえている状況が示されていました。高齢者に寒い冬を少しでも快適に過ごして

いただけるよう、福祉灯油の配給を提案いたします。村長の御答弁よろしくお願いいたします。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 江田議員の一般質問にお答えをしてまいります。

最初に、村職員の服務規程の実践状況はという質問でありますけれども、職員の服務につきま

しては、議員の御質問のとおり、地方公務員法第３１条で服務の宣誓として「職員は、条例に定

めるところにより、服務の宣誓をしなければならない」というふうに定めております。日吉津村

職員の服務の宣誓に関する条例第２条に基づき、新たに職員となった際に、入村式において、条

例で定める宣誓書に署名し、宣誓した上で職務を行っておるわけであります。その後も職員とし

て、服務の基準を遵守し、全体の奉仕者として職務に専念をしなければならないということであ

りますので、いわゆる全体の奉仕者という言葉が、現代の時代の中では多少形骸化しそうなとこ

ろもありますけれども、地方公務員に限っては、そういうことにはなりませんので、常々、職員

は、機会あるごとに、全体の奉仕者であるということを肝に銘じながら職務に全うをしていくこ

とが大事だというふうに考えておるところであります。

次に、就学援助が後退しない対策ということでは、これは教育長に答弁を求めていらっしゃい

ますので、教育長をもって答弁をいたします。

３番目の高齢者に福祉灯油をという質問をいただいておりますが、福祉灯油は高齢者や障がい

者世帯、ひとり親世帯などの住民税非課税世帯を中心に、灯油代の一部を市町村が補助する制度

として、主に北海道や東北の寒さが厳しい地域で実施されております。過去には、平成１９年度

に国の特別交付税措置で、また平成２６年度には国の緊急経済対策として国の全額援助を受け、

鳥取県内ほとんどの市町村で実施をしております。当時は灯油高騰の対策として実施をされまし

たが、現在は灯油価格も比較的落ちつき、逼迫性が低くなったということで、国に実施の動きは

ありません。また、経済も非常にいいという状況にあるわけでございますので、本村として現在

灯油価格の、灯油を福祉灯油として村民の皆さんに、生活にどちらかといえば、経済的に厳しい
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世帯への灯油代の一部助成ということを考えておりませんので、御理解をいただきたいと思いま

すが、本村としては助成対象者は多少異なりますけれども、障がい者や高齢者が日常生活を送る

上で必要となる経費の助成として、村独自で福祉年金を支給したり、タクシー券を発行をしてお

るところであります。非常にタクシー券は利用価値の高いといいますか、そういう利用をしてい

ただいておるというふうに聞いてもおるところであります。

これからも経済的な負担の軽減のみならず、行政、地域包括支援センター、福祉事務所等、関

係機関が連携を図りながら、一人一人の生活状況に合わせて寄り添いながら支援に努めてまいり

たいというふうに考えているところでありますので、御理解をいただきますようお願いをいたし

まして、以上で江田議員の一般質問に対する答弁とさせていただきます。

申し上げましたように、２点目の就学援助が後退しない対策をということについては、教育長

をもって答弁をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（山路 有君） 井田教育長。

○教育長（井田 博之君） 江田議員の一般質問にお答えいたします。

２点目の就学援助が後退しない対策をという御質問でございました。平成３０年１０月以降の

生活保護基準の見直しに際しまして、平成３０年１月１９日に行われました閣僚懇談会におきま

して、見直しに伴いその他の制度に影響が出ないようという確認がなされているところでござい

ます。そのほかの制度の中に、例として地方単独事業の準要保護者に対する就学援助が上がって

おりまして、国の取り組み、その趣旨を理解した上で各自治体において判断していただくよう依

頼するとございます。これを受けまして、文部科学省から、平成３０年６月２５日付事務連絡に

おきまして、各都道府県教育委員会を通じ各市町村教育委員会に情報提供が行われました。他の

自治体で事業の縮小をしているという御指摘でございましたが、そのことにつきましては、各自

治体ごとの単独事業ですので、私どもとしては承知していないところでございます。以前にもお

答え申し上げましたように、日吉津村は基準を変更し縮小するというようなことは行っておりま

せんので、そのように御理解をいただきますようお願いいたしまして、江田議員の一般質問に対

する答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。

○議長（山路 有君） これより再質問を許します。

江田議員。

○議員（６番 江田 加代君） じゃあ、再質問いたします。よろしくお願いします。

職務規程のことについては、村長の御答弁のように全体の奉仕者というところについて、少し

形骸化が心配されるというような御答弁だったと思います。そういった状況にあるという。機会
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あるごとに、肝に銘じて職務に当たるようにというふうに指導されているということです。私、

きのうの同僚議員の一般質問の中の御答弁の中で、自助・共助が少し難しくなってきたという答

弁がありました。それで、高齢化が進んで公の力だけでは支え切れない状況になりつつあるとい

う辺について、本当に地方は確かにそうだと思っております。そこでこの職員の職務規程につい

て、職員さんにどういうふうに御指導されてるのかなとか、そういったことをお聞きしようかな

と思ってたんですけれども、私、村長自身が日吉津村の職員になられて、今日まで随分長い間、

この職務に携わってきていただいております。村長自身にお伺いしたいんですけれども、自助、

共助が難しくなってきたということを考えたときに、このいってみれば職務規程も、宣誓した職

務規程の宣誓書の内容を見ますと、「私は、ここに主権が国民に存すること認める日本国憲法を

尊重し、かつ、擁護することを固く誓います」っていうことから始まってます、宣誓書がね。あ

と、続いて、「私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき

責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行することを固く誓います」、

というふうにして村長も宣誓書に署名されたんだと思います。その後について、私、住民さんの

中から少し自助、共助に疲れてきたというような、その言葉ではないんですけれども、私、ちょ

っと老人会の少しお手伝いもさせていただいてますけれども、例えば仕事を退職して退職後もう

少し自由に過ごしたかった、やりたいことをやって。だけれど、このごろもう何か役場からのい

ろいろなお仕事があって、なかなかそれもままならんということで、なかなか老人会の役員が決

まらないのです。そういうことになってます。私、これもやっぱり村長が言っておられます、全

体の奉仕者としてということが、なかなか実践しにくいっていうようなことに全て集約されてき

てるのかなって思うんですけれども、そういった住民さんの声をいかが受けとめられますでしょ

うか。御答弁お願いします。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 自助、共助が一人の村民の皆さんが、皆さんが全部そうとは限りません

けども、中には大変に負担を感じていらっしゃる皆さんがあるということでありますが、いわゆ

る日本というのは農耕民族だったと思います。基本的には、狩猟民族ではない、農耕民族。とい

うことでは、戦前までは農業をともに労働力を供給し合いながら、それぞれの家庭を支えてきた

ということだったと思います。農業において、戦後、機械化が急速に進みましたので、戦後の高

度成長期には、自己完結型農業などといわれて、非常にもてはやされました。それは、機械を入

れて、全ての農業を自分で収穫までしてしまうというスタイルが好まれました。このときから、

この辺から、ともに労働力を供給し合うという集落の共助といいますか、そういう力が薄らいで
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きた、その意義も非常に少なくなってきたということが今日のあらわれで、農業においては、そ

れこそきのうからお話をしておりますように、担い手に８５％も集約をしようというような方向

ですので、到底その地域の力や隣近所の力で自治体や自治会の中が存続していくことが大変にな

った時代に来たということだと思いますけれども、そういう中でこのごろは、阪神・淡路に始ま

って、東日本大震災、それからこの近年では、熊本であったり、北海道であったり、本当に災害

にいとまがない、それこそ災害は忘れたころにやってくるということではなしに、忘れる間もな

くやってくるという中で、やっぱり地域の中で特に発災時は、行政の力が届かない、届きにくい

ということがございます。悪く言えば、表現として悪くいうのは、行政が災害時の何番バッター

かということは、１番が災害時の隣近所、２番がボランティア、３番が消防団だったでしょうか、

それから４番が行政というような悪い見方もあるわけでございまして、いざ災害時、発災時はや

っぱり隣近所が支え合わないとできないということでありますけれども、ここに至って高齢化が

進んできましたので、災害時もさることながら日常生活も地域包括ケアという考え方が出てきま

した。我が事丸ごと地域共生社会の実現というようなことが言われ出してきておりますので、そ

ういう意味では行政も災害のときなどを考えたりしますと、なかなか地域の中でしっかりとした

支えができにくくなるということは明白でありますので、そのためには、どうしても地域の中で

自助と共助の力を持続し続けてほしいという願いがありますし、それからそれは一人一人の力に

応じて共助の役割を果たしていただければいいのかな、果たしていただきたいなというふうに願

うものであります。ですので、往々にして忘れられがちな共助ということを、やっぱりもう一回

皆さんと、村民の皆さんと一緒になって、組み立てをしていく必要があると思ってます。コミュ

ニティの取り組みについては、やっぱり行政の職員が支援スタッフとして自治会に割り当てをし

ておりますけれども、あくまでもこれは地域をつくっていくときに、どんな議論をしていくのか

ということの手助けはできますけども、いざというときには行政の職員はここで災害の指揮に当

たりますので、そのときの自助や共助の力を日ごろから議論をしていただく組織をつくっておか

なければならない、そんな日常生活ができるような自治会にしておきたいということで、コミュ

ニティの取り組みもさせていただきたいということでありますので、高齢化社会がこれからも進

み、さらには人口減少も進んでいくということで、非常にそれぞれの自治会の中で役割を演じて

いただいていらっしゃる方には、負担感が増してきておるということかと思いますけれども、そ

ういうことではなしに、また多少考え方も切りかえていただいて、楽しい取り組みになるような

ことも必要かなというふうに感じておるところでありますので、有意義に物事を捉えていただき

たいなというふうに思っております。以上です。
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○議長（山路 有君） 江田議員。

○議員（６番 江田 加代君） 私は、現実的に災害時には、絶対隣近所が助け合うっていうこと

は大事なことだし、それなくして人命を守るっていうことは、まずできないなっていうことは骨

身に感じております。ただ、やっぱり改めて職員の服務の宣誓をされて職員になられたんですけ

れども、そもそもということを考えたときに、やっぱりその辺はこういったときだからこそ、そ

もそも自分たちは役場の職員としてどう働かんといけんかなということは、やっぱりここに立ち

返ってみるということがすごく大事だと思います。私もこれ職務の服務規程というの議員になっ

てすぐだったんですけど、憲法の学習会というの行きまして、憲法９９条の話から議員も憲法を

守る義務があるんですかとかみたいな公務員のというような講義を聞いたときに、議員も憲法を

守る義務があるんですか言ったら、当然ありますよって言われたんですけれど、ですから、こう

して質問しながら自分にも言い聞かせております。でもそもそものことを考えたときに、自助、

共助という言葉が非常に弱い立場の人にとってはきついです。強い方、元気な方にとってはいい

んですけれども、何か自助、共助ということを言われると、自分が迷惑をかけてる、自分に何か

が責任があるというところに、そこにいってしまうんです。これはもちろん元気な方にはなかな

か理解しがたいことかもしれませんけれども、そろそろ今までずっと、現職を退職された方がい

ろいろ村の行事ごとに参加されてきたんですけど、疲れたという、自助、共助の言葉にも非常に

責任を感じたりされているのが実態だと思います。そうしたときに、このそもそもというところ

をやっぱり考えてみる必要があるなと思ったんですけれども、私、この職務規程を読んでいまし

て、やっぱり村民の福祉の増進に努めるということが題目じゃないかなっていうことを思います。

そうしたときに何かっていったら、服務規程にもありますけど、やっぱり私は生存権条項がきち

っと守られているかっていうことを、それを守るために村長を先頭に一丸となって働いていただ

きたいなと思います。２５条の一条で生存権というものがどういうふうにして守られなければな

らないかということも、地方自治の基本原則というところで定められていたりしますので、そう

するとやっぱり今の社会保障がどんどんどんどん削られている状況の中では、じゃあ今何をしな

いといけないか、住民の安全、健康及び福祉を保持するというのが地方自治法にも定めてありま

すけれども、そのあたりのそこの原点に返っていただかないと、本当に先が見えないというふう

に私は思うんですけれども、そのあたりこの職務規程のこれを改めて考えてどうこうというよう

なことは話し合いになったりしないしないんでしょうか、職場内で。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 精力的にそれぞれの地域の中で、自助、共助、共助、特に共助だと思い
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ますけれども、そこに精力を注いでいただいて、多少疲れたなあという感じをお持ちの方がある

ということですけれども、この方については、先ほども申し上げましたように、多少力を抜いて

もらうのがいいのかなという気がしてますし、住民の選択としていわゆるどんな村民がいらっし

ゃるかということは、全てその方の選択肢であって、例えば勤めが忙しいのでとても地域のこと

にかかわっておれんという方もいらっしゃるわけです。その方も村民です。それから、まあ一生

懸命やるぞと、ということに意気に感じてボランティアをされる方もあるわけでありますけども、

この方も村民ですので、これは、村民という考え方からすると勤めが忙しくて寝に帰るだけの状

態だという方も村民でありますので、そこに区別や差別はないわけですので、例えばいざという

ときもですし、通常の日常生活の中でもできることの範囲で役割を、役割という言い方はありま

せんけど、それが不適切かもしれませんけれども、そこでそれぞれの背景の中で御判断をいただ

くということになろうかと思います。それで何ら異を唱えるわけでもありませんし、そういうこ

とをお互いの生活を認め合っていくのが村民だというふうに思ってます。

それから、職員の服務規程を考え直すという意味では、もっと住民に寄り添えという意味なの

かなというふうに受けとめたところでありますけれども、住民の福祉、それから住民の皆さんの

生存する権利をどんなふうに地方自治体が提供をしていくのかということだと思いますけれども、

それは一つ一つの我が村の事案を考えていただきますと、先ほどお答えしましたけれども、一人

一人の状況に応じて統一的な横一線のタクシーではなしに、一人一人の生活状況に合わせ寄り添

いながら支援をしていくというふうにお答えをしたところでありますので、やっぱりこれから求

められるのは、一人一人の状況に応じてどんな支援をして、その一人一人の方がその力において、

持たれる力において地域の中で生活をしていかれるのか、じゃあそのためにどんな支えをしてい

くのかということが大事ではないのかなというふうに思います。かつての横並び的にあんまり基

準を考えずに、横並び的に差別給付をしたり、福祉政策をしていくということではなしに、この

ごろの例えば障がい者の自立支援の給付においても、本当に一人一人の状況に応じた給付が非常

にメニューとして広がってきておりますので、やっぱりそういう傾向に移りつつあるということ

で、まだまだ不十分さがあるというふうには思いますけれども、順次そういうことが政府も我々

地方自治体も一人一人の状況に応じて、これは非常に難しいことです。行政というのは、どちら

かといえば、例えば投票をして、何かのことで投票をして、５１対４９の時には、５１の方を選

択をしますけれども、どれだけ４９のほうの人をカバーした政策をしていくのかということが大

事なところでありますけれども、この４９をこのごろの時代、これからの時代は、この４９の一

人一人、５１の一人一人も大切にした支援をしていくという方向にシフトがされてきたというふ
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うに感じておりますので、この傾向はさらに強まっていくであろうし、我々もそれこそ村民の皆

さんの一人一人の状況に応じて支援をしていくということでありますので、そのような考えで進

んでおりますので、職務規程の協議ということでは全体の奉仕者というところを、やっぱりそれ

は基本として持ちながら、持ち続けながら、それぞれの状況に応じた行政を展開をしていくとい

うことだと思っております。以上です。

○議長（山路 有君） 江田議員。

○議員（６番 江田 加代君） 先日の一般質問の御答弁の中にも役場職員の退職後、自分の地域

に帰って、帰ってというと、地域の中でどういった身の振る舞いをするかということが大事だと

いうふうな御答弁もあったと思います。今の村長の答弁で、５１対４９で、この４９の人をカバ

ーした政策ということにも大いに力を入れていかないといけないということについては、本当に

私自身はそれを聞けてうれしかったなと思っております。決してその４９をないがしろにされて

いるというふうには思っておりません。それぞれの方がいろいろ自分の力を最大限発揮して一人

一人が頑張っておられますので、そこに寄り添って職務を遂行していただくということを今お聞

きしてうれしかったです。私、この職務規程を読んだり宣誓書を読んだりして思ったんですけれ

ども、やっぱりこうして役場の職員さんというのは、日吉津村って人口の少ないちっちゃな村で

すので、役場の職員さんから、されておる仕事を通じて、いい面では住民を育てていただけるし、

また地域を育てる大きな力になっていただいているなと思っております。ですから、本当に現職、

在職中にそういった力を、そういった宣誓されたもともとのそもそものそこに時々、常に立ち返

ってほしいんですけども、そういうことで力を蓄えていただいて、退職後また地域で地域の住民

を育てたりとか、地域を育てたりとかいうことに大いに貢献していただけるだろうし、いただき

たいなというふうに思っております。そういった意味で私は改めて、この本当にこの職務規程、

入村されたときにこうして宣誓されたことを常に振り返っていただきたいなということを申し上

げておきたいと思います。

次に、村長のほうですかね、灯油の件についてなんですけど。私、ここちょっときのう、きょ

うと暖かいんですけれども、どんと冷えたときにこれ思ったんです。あっ、これ一般質問せんと

いけんって。そして灯油がぽんと値上げになりました、最近。今下がっておりますけれども。ガ

ソリンでも１６０円とか、そこに届きかけてましたので、私これは、本当に寒いとき、去年の寒

さはとても厳しかったんですけれども、本当に暖房のないところで、じっと耐え生活しておられ

る方を見たりしまして、これは福祉灯油をぜひ寒くなるまでに一般質問に取り上げないといけな

いなと思っておりました。やっぱり寒くなると特に独居だったりしますと、本当につらいことで
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すので、いろいろタクシー券とか、そういったことを配付していただいてますし、福祉年金も村

独自でやっていただいておりますので、ですけれども、本当にこの今の一人一人に寄り添ってと

いうことでしたので、寒い冬を元気に越していただけるような対策を、特にちょっと暖かくなっ

たらふっと忘れてしまいそうなんですけども、また去年のような寒さがきたら、きっと本当に引

きこもったような形になられますので、そこの対策をよろしくお願いします。いかがでしょうか。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） これは、担当課長の意見もちょっと聞いてみたいなという気がしており

ますけども。

今、フランスが大変な暴動が起きてます。大変なことになりそうで、あります。が、それはガ

ソリンの価格を上げるという政府の方向があるということです。極論で言うと、マクロンさんは

首相ですか、若い首相だということですけども、灯油が上がるなら電気自動車を買えという言い

方をされておるという、まあ本当にそうかどうか疑問を感じますけれども。いろんなことで生活

弱者の方についてはさらに、さまざまな条件がありますけど、一くくりで言って申しわけないで

すけども、そういうことでタクシー券の配付などをしたりしておりますので、そういうものと一

緒な物の考え方をするのかなということで、承りました灯油の件については、意見を賜ったとい

うことで、今どうだこうだという返事はしませんけれども、自分の中で一つの考えも固まりつつ

あるという気がしておるところでありますが、担当課長がどう……。それでは、ちょっと困ると

思いますけど、担当課長答えさせます。

○議長（山路 有君） 小原福祉保健課長。

○福祉保健課長（小原 義人君） 江田議員の御質問にお答えします。

この福祉灯油の制度ですけれども、先ほど村長の答弁で申し上げましたように、平成１９年と

平成２６年に国の施策で行っております。それでそのときの灯油の一般小売価格の全国推移とい

うのが平成に入ってからずっと落ちついていたんですが、平成１８年度から急上昇をして、平成

２０年の８月には過去最高値になったということがございます。それからまた落ちつきを見せて

いたんですが、また平成２５年ぐらいから急上昇しまして、そこで大きな山が二つあります。そ

のときに国のほうが制度として動かれたということになっております。本村はそのときに ００

０円とか ０００円の灯油券の助成を、生保世帯そして非課税世帯、全世帯にお配りをさせてい

ただいてる、そういう施策をとってきております。それ以後、一回また灯油が落ちついてきたん

ですが、先ほど江田議員がおっしゃいましたように、また最近、ここ２年ぐらい上がってきてお

ります。それがまたそれまでの制度、２６年までの価格にはなっていませんけれども、このまま
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上昇するようであれば何らかの施策が打ち出されるんじゃないかなというふうには思っておりま

す。もちろん出されたら、本村としても、ともにそれにのっかっていくというつもりではおるん

ですけれども、村独自としても、やはり制度がなければないで何かを手を打つ必要があるのかな

というふうには感じております。全世帯ということにはならないかもしれませんが、福祉という

立場でいけば高齢者の見守りですとか、１人世帯の見守りそういったものはふだんからしており

ますので、やはり個々の生活状況に合わせて、どういった状況にあられるかということでは、見

て灯油が必要だということであれば、その辺で対応をしていきたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（山路 有君） 江田議員。

○議員（６番 江田 加代君） 今、灯油の価格が本当に上がったり下がったりなんだなというこ

とを思うんですけれども、ぜひともこの灯油価格がまた今もそんなに安くないですので、このま

んま高くなったりとかいうときには、国の制度もあるんですけれども、それなりの対応をとって

いくということで受けとめました。資料をいただきましたけれども、本当に独居の世帯がふえて

おりまして、独居の方っていうのは厚生労働省の調査のように２人住まいの方が片方お亡くなり

になって年金を１人分の年金で生活するということは非常に厳しいっていうこと、ほとんどの方

がおっしゃいますので、そのあたり先ほど村長は、経済状況が落ちついてきたということもある

という御答弁でしたけど、住民からすればそういった感覚全くなくて、ぜひともそこにこの独居

の方は本当に雪が降ったりすると特にまた気分もめいってしまって大変な寂しさといいますか、

そういったところで、じっとこらえておられますので、ぜひ足を運んでいただきまして見守りよ

ろしくお願いいたします。

続きまして、就学援助のことについてですけれども、以前もこういったことがあったんですけ

れども、資料をいただきまして、思うんですけれども、特に生活保護基準の就学援助の支給対象

者の数を見ますと、平成の２４年あたりから対象者がふえてきておりまして、こないだいただい

た資料を見ますと平成３０年度はあわせて２７人、全体の児童数からすれば１⒋０１％ぐらいの

方が対象になってるんだなというふうに思いましたけれども、この近年、平成２５年あたりから

こうしたふえた背景はどのようにお考えでしょうか。

○議長（山路 有君） 松尾教育課長。

○教育課長（松尾 達志君） 江田議員の御質問にお答えいたします。

まず、所得の関係で申請ということになってきますので、その所得がなかなか多くないという

家庭があるという部分と、それからひとり親家庭の方がふえてきておられるのかなというところ
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もあります。これは、以前からの質問でもありますように、どのように周知をしているのかと、

事業周知をしているのかということでいいますと、家族構成が変わりますとお届け出をしていた

だくようになっていますので、そういったときの窓口対応等で事業の説明等もさせていただいて

ます。ひとり親家庭の方が必ず対象になるということではありません。所得の多い方もおられま

すので、基準に該当しない方もありますが、この対象の中での家庭で見ると、そういう家庭も多

くなったのかなというところもあります。

あと年に何回かこういった基準の制度の説明をさせていただいています。就学時健診、入学時

説明会、それから全児童にこういった制度のチラシを年に１度持って帰るということでの事業の

紹介をしていますので、そういったものを見られたときの事業紹介ということもふえてきていま

すので、そういったことが認定者のふえているという状況になるのかなということ。あと福祉事

務所のほうで、村で福祉事務所をつくっていろいろと生活困窮の家庭の方を訪問等、窓口相談等

しておられます。そういったところから教育委員会への橋渡しがあったりということもあります。

あと、２９年度からスクールソーシャルワーカーを入れさせていただきました。これも生活困窮

ばかりではありません、いろいろな課題を抱えている家庭、児童とのかかわりを持っていますが、

その中でやはり出てくるのが所得と生活の困り事というようなこともありますので、そういった

ところからのかかわりもあって、申請をされるということの件数もふえてきています。以上です。

○議長（山路 有君） 江田議員。

○議員（６番 江田 加代君） わかりました。本当に平成は、２３、２４年あたりは児童に対す

る援助率というのが、４％、５％、３％、そういったレベルだったのが、現在１⒋０１％という

ことですので、お尋ねしました。私、この保護者の皆様へのお知らせというのは改善版ですか、

これは、これもいいなと思ってます。どういった方が対象になりますよということがここに説明

もしてありまして、以前のものよりいいなと思って読ませていただきましたが、こういったこと

を見て申請してこられる方いらっしゃいますか。

○議長（山路 有君） 松尾教育課長。

○教育課長（松尾 達志君） 江田議員の御質問にお答えいたします。

先ほどもお話をしましたが、これは、入学説明会のときの資料配付ということで右肩のほうに

書いてある資料なのか、就学時健診のものかというのはわかりませんが、これは新入学の方に特

別にその会の中で口頭でもあわせて説明をしています。あと、在学児童には紙を配付するだけな

んですが、やはりこの紙を見てある程度の所得を目安に相談に来られる方もあります。以前のチ

ラシのときでも、チラシを見ての問い合わせはありましたが、これである程度の所得の目安がつ
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くのかなというところがあります。以上です。

○議長（山路 有君） 江田議員。

○議員（６番 江田 加代君） やっぱり、何といいますかね、いつも気にするのがボーダーライ

ン上にいらっしゃる家庭というのは、ちょっと出費がふえた、医療費がふえたとか、いろんなち

ょっと出費がふえると生活保護並みの生活水準になってしまいますので、そういった意味ではこ

うして就学援助を取りこぼさずに皆さんをすくい上げるということになったんだなということで

評価しております。今後ともこの基準を変更して、このたびの生活保護基準の引き下げに伴って

波及しないようにということについては、基準を変更して対応していくということでよろしいで

すか。

○議長（山路 有君） 松尾教育課長。

○教育課長（松尾 達志君） このたびの基準というところで額をどのように１０月１日に変えら

れるかという部分については詳細はまだ入っておりませんが、これは年度当初に確認をした基準

で計算をしています。この以前にも、何年か前にも生活保護基準が基準額を２種類の中から計算

した中で低いほうをとるというようなことがあったときがありますが、そうではなくて、条件の

いいところをとって、条件がいいというのは認定の緩やかなほうに、認定されやすいほうな基準

をとって行ってほしいという意向が国のほうからもきていましたので、それに合わせています。

このたびのものが再計算したときにどうなるのかというのは、それぞれでまた基準額が違います

ので、それは計算をしますが、そのときに対象外になる場合にも、対象外にはしないということ

でなっていますので、そのような措置をさせていただきます。以上です。

○議長（山路 有君） 江田議員。

○議員（６番 江田 加代君） ありがとうございました。ぜひともそのボーダーライン上のこと

が、前回もお話ししたと思いますけど、そういった人たちが漏れないような対策を強めていただ

きたいと思います。ありがとうございました。以上終わります。

○議長（山路 有君） 以上で江田議員の一般質問を終わります。

○議長（山路 有君） 続きまして、松本二三子議員の一般質問を許します。

松本議員。

○議員（３番 松本二三子君） ３番、松本です。今回は２点について質問させていただきます。

まず、１点目は、変わり行く村へどう対応するかです。

①として、ととの村と言われるほど人口もふえ続け、目と数 ６００人も目前となっています。
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１２月１日現在で総人口が ５７８人、 ２１８世帯ということでした。人口増加のス１ー１が 

思ったより速いように感じるのですが、これは想定内なのでしょうか、何か困ったことは起きな

いのか、速い増加の大きな原因は何と考えられるのかお聞きします。

②として、田畑が宅地に変わり、新しい家も建ち並び、国道４３１号沿いのコンビニでは村内

外からのお客さんが利用されています。その近くに新店舗が建つと聞いて久しいのですが、今で

も危険だとされている周辺の道路は大丈夫かお聞きします。

③として、人口増加と子育て支援などで日吉津村に視察に来られるところが多くなってきまし

た。村をア１ールするよい機会でもありますが、役場前に日吉津村役場という看板なり、何もな

いというのを言われることがよくあります。東側の玄関ではなく正面玄関に設置できないかお聞

きします。

④として、公民館、図書館、健康増進の３つの機能を備えたヴィレステひえづがオープンして

３年半になります。当初期待されていた姿になっているのかお聞きします。

出会いストリートでの展示やホール、図書館の利用などで村外の方にも多くきていただいてい

ますが、駐車場などがわかりにくいのではないかという意見もありました。これもお聞きします。

⑤として、家を建て新しく自治会に入られる世帯も多くなり、運動会や地域のイベントなどで

参加してもらうように自治会で促す努力も必要だとは思いますが、いざという、特に防災の面か

らは一、二年で交代する班長さんや自治会役員だけの力では困難なように感じます。各自治会に

役場職員をというお話はどうなっているのか、コミュニティの強化は急務でないのかお聞きしま

す。

次に、２点目として、最近の地域の困り事はどうかということです。

先日、防災無線で電話による無料買い取りの話から家にまで押しかけてきたという案件が日吉

津村内で起きたと放送がありました。私も歩いていますと、そのほかに、道路にはごみや犬猫の

ふんがあったりと、こういうことが村報にも毎回のように困り事として掲載されています。ごみ

の分別や野焼きなどについても自分のこととして考えてもらえる方法はないかお聞きします。必

要がありましたら再質問させていただきます。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 松本議員の一般質問にお答えをしてまいります。

最初に、変わり行く村へどう対応するのかということでございます。人がふえ続けていますの

で、全国の自治体からすればうれしい動きかなということで、課題も、さらには気のつくことも

多いということかと思いますが。
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まず ５００人の人口は想定内であったのかということでありますが、その中で困ったことは

ないのかと、さらには人口増加の大きな要因はということであります。２７年の９月に地方創生

総合戦総を策定をして、２０６０年の人口が ６００人を目とだということで定めたわけであり

ます。２７年から３１年までの５年間の数値目とは、人口 ５００人としておりました。ま想よ

り速いりースで平成２８年 ５００人をりえたということであります。推進会議にりって、 ５ 

５０人に上方修正をしたところであります。人口増加の要因といたしましては、当初の流動化促

進により集合住宅や宅地分譲地が多く出たことや、あわせて新築住宅借入利息補助、子育て支援

事業の充実などを図ったことが上げられるというふうに思ってます。村の総合戦総の新築住宅借

入利息助成は、４０歳以下の世代で３０万円を３年するということですので、これが非常にいい

なという話を聞いて、助かってますという声を聞いたりしております。それからもう一つは、新

築住宅の建築が、いわゆる消費税の引き上げの駆け込み的な要素も多少あるというふうに業界の

ほうから聞いておるところであります。うちの村の状況をいいますと、宅地に供給されずにおっ

た土地が、そして、かつては一戸建ての住宅の土地であったものが細分化されて五戸建てになる

というようなことの傾向が、特に２区のほうでは出ておるのかなというふうに思っております。

ですから、２区も急激にこのところ人口や世帯がふえておるのではないかというふうに見ており

ます。そういうことが人口増加の大きな要因だと思ってます。２区に限らず、今吉のほうでも、

田園居住区の中でも、一気に１０戸程度の新築住宅が建つというような動きが出てますので、い

かにも駆け込みの建築みたいな気がしておるところで、見受けられるところであります。

今度は、次には、コンビニの近くに新店舗が建つと聞いたがと、聞き久しいが、周辺道路は大

丈夫かという質問でありますが、店舗開発については県及び村の道路部局といいますか、村のほ

うが担当であります。それから、商工部局、交通安全部局等の関係機関と交通安全対策、渋滞対

策について協議をして計画いたしております。想定される店舗開発区域の東側の村道橋通道線と

南側の農道は２車線、片側歩道つきの道路幅員が９メートルで整備をするというま定であります。

南側の農道というのは、開発事業者が道路を新たにつくられるというものであります。４３１と

集落の間に１本道路ができるということになろうかと思います。出入り口につきましては、国道

４３１号には来店専用、退店専用を別々に出入り口をつくるということであります。開発区域西

側の県道は通学路でありますので、来・退店者、店に来られたり、帰られる方の交通量が最も多

いと見込まれることから、国道４３１号日吉津交差点側からの４３１号交差点から側の交差点か

ら入られる来店専用入り口のみを設置し、４３１から南に上がって来られる、この役場線を上が

って来られる方は来店専用入り口のみを設置し、役場側からの来店者が右折をして直接店舗に進
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入できないよう、また、店舗敷地から直接県道に退店できないように、県道のセンターにポスト

コーンを設置をして適切に交通誘導を図るという計画にしておるところであります。その他の来

られたりお帰りになる方のルートは、区域南側の道路を、これ、先ほど言いました２車線、片側

歩道の幅員９メートルの新設ものでありますけども、区域南側の道路を経由することとして交通

安全対策、渋滞対策を図ることといたしております。

次に、日吉津村に視察にお見えになる方もふえて村をア１ールする機会でもあるけれども、日

吉津村役場という看板を正面玄関に設置できないかということについて、平成元年に役場を新築

した際、県道からの来訪者に役場を認識していただくために東側の敷地内に看板を設置をいたし

たところであります。御指摘のように、近年視察がふえて正面玄関を利用されるということであ

ります。中型バスで来られますので、東側の玄関出入りされないということだと思っております

が、ふだんは駐車場が東側にあるため、村外の方でも正面玄関を利用される方は少なかったとい

うようなこともあり、今のところ正面玄関への設置は考えていないと。このごろの、通常の個人

の利用も東側の玄関のほうの利用のほうが多いというふうに考えておりますので、今のところ正

面玄関への設置は考えてないというところであります。

次に、公民館・図書館・健康増進の機能を備えたヴィレステホールのということで、ヴィレス

テがオープンして３年半になるけれども、当初期待していた姿になっているのかということであ

りますけれども、ま想に反してといいますか、ま想以上の、図書館においてもホールにしても出

会いストリートにしても、質問の中にもありますように、非常にま想以上に村外の方の利用が多

いというのは想定しなかったところであります。３年半ということでありますので、感覚的には

非常に多いなという感覚がありますけれども、この質問を受けまして、やっぱり利用者の利用の

実態をそれぞれの機能に応じて検証をしてみることが必要かなというふうに思ってます。さらに、

このごろではヴィレステ応援団というような組織もできておりますので、それはヴィレステの利

用を考えていただくという組織でありますけれども、設置主体の我々としても、やっぱり当初の

目的に沿ってそれ以上のお使いをしていただいている部分、さらには改良をしていかなければな

らない部分も恐らく出ておるだろうというふうに思いますので、改めて検証をしていくことが必

要であるというふうに思ってます。

次に、ヴィレステひえづの駐車場がわかりにくいということがありますが、もともと駐車場の

スりースが少ないですので、使い回しをしてやっていくということであの施設ができております。

ですから、駐車場をヴィレステだけで大きなものをつくるという当初からの発想はありませんで、

あそこに公共施設が集約化してますので、それぞれの駐車場を合理的に使い回すということで、
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何らかのイベント等のときに、多少狭いなあという感じはあるかもしれませんけれども、今のと

ころは駐車場がなくて困ったという表現はまだないのではないかと。わかりにくいということは

あるかもしれませんけども、今、かつての中央公民館を解体をして駐車場に使ってますので、あ

そこも結構有効に使われておりますし、あそこの部分がイベントで満杯になるというのはまだ感

覚的には見てないという感じで受けとめておりますので、駐車場はそこそこ使い回しで充足がで

きてるなあというふうに思います。具体的には、ヴィレステの敷地内で東側、北側、西側に合わ

せて４１台、元もりハウス前の駐車場に２３台ということで、村内外の方に利用していただいて

おるわけでありますが、そこで村外の方がヴィレステを利用される際の申請時に、駐車場の位置

を説明し、団体内で周知をいただくようにしておるところでありますけれども、なかなかそれが

徹底しにくいのかなということでございます。また大きなイベントのときには、先ほど申し上げ

たようなことでございますので、臨機応変に対応をしていただいて、甚だしく駐車場が不足して

おるという意見は出てないというふうに思ってますので、限られた土地の中で村有施設の敷地を

活用しながらの対応になりますので、御理解をいただきたいなというふうに思います。

そして、⑤になりますか、家を建てて新しく自治会に入られる世帯も多くなったということで

ありますけれども、そこでコミュニティの強化は急務ではないのかという質問であります。井藤

議員の質問にもありましたが、コミュニティ計画、防災マニュアルの作成などを中心にこれまで

取り組んできましたし、取り組まれてきました。今後は、これまで行ってきたことの見直しや、

住民と行政が役割分担して協力・連携を図り、現状に即したコミュニティづくりに向けて、各自

治体が主体的に課題抽出、解決策、検討などを行って、我が事として住民一人一人が地域のこと

に目を向けるなど、コミュニティ活動が継続的に続くよう取り組みを始めたところでありますの

で、御理解をいただきたいと思いますし、現実のコミュニティの各自治会と役場との行政との協

議において、地域の中でお話を始めたというのは、せんだって、きのうの井藤議員の質問でもお

答えをしたところであります。

次に、大きな２番目の、最近の地域の困り事はどうかということでありますが、議員御指摘の

とおり、本村においては、防災無線や村報で、いわゆる詐欺商法やりットのふん尿、ごみの分別、

野焼きなどの注意喚起を行っております。実際に、村内で該当事案があったことにより、村民に

注意喚起をしているものもありますが、県などからの情報や周知依頼に基づくものもございます。

村内に事案が多発をしているというものではありませんけれども、なかなか詐欺商法まがいの電

話はかなり頻繁にかかってくるようでありますので、村民の皆さんもそこはそういう悪意を持っ

ての電話であるのか、電話である可能性が非常に高いという気がしておりますので、村のほうで
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も無線等を使って注意喚起をしておりますけれども、自身でも気をつけていただくことが大事で

はないかなというふうに考えております。そういう意味では、特効薬はありませんし、この手の

勧誘については、やっぱり被害に遭われる、うちの中ではありませんけども、外の状況を聞くと

何かそこにつけ込まれる要因といいますか、弱さがあったり、出たりするのかなあというふうに

思いますので、繰り返し従来どおり、小まめに住民周知を行っていきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いしたいと思いますし、特にりットのふんなどにつきましても、これ

は常識的に家庭でやっていただかなければならないことでありますけれども、改めて啓発をさせ

ていただきますけれども、モラルを守ってもらいたいという気持ちで精いっぱいですので、こん

な困り事を解消していくということでは決め手がありませんけれども、ごみの不法投棄も同じこ

とでありますので、やっぱり繰り返しの啓発をしていかざるを得ないということで認識はしてお

るところでありますので、そのようなことを申し上げて、松本議員の一般質問に対するお答えと

させていただきます。

○議長（山路 有君） これより再質問を許します。

松本議員。

○議員（３番 松本二三子君） 今回、すごく細かく分けてしまったのでわからなくなりそうなの

で、１つずついきたいと思います。

まず、①のほうなんですけども、先ほど、本当にびっくりするぐらいに ５００人にあっとい

う間にううして、もう ６００人まで、村報を見ると１２月１日であと２２人っていうところだ

ったので、すごいなと思って見せてもらったんですけれども、これといって困ったこともなさそ

うですし、宅地のほうもどんどんおうちを建てたいという方が来られると思いますので、それに

対応していただきたいなというところですけども、今のところ大丈夫というところでよろしいで

しょうか。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 新築住宅の利子助成だけでも、この３年で実績として２９件あるという

ことですので、それはそれはすごい数字だと思って見てますけれども、ことしもま算を、４年目

だろ、ことしはな、４年目になりますので、ま算いっぱいの建築なり申請、３月までですので、

申請になるかなというふうに思ってます。改めて、今、うちには調整区域の中で住宅建設が可能

だというところは１１ヘクほどありますので、かなりの供給の土地がありますけれども、地主さ

んがお放しにならないということがありますので、これは役場側がそんな話を、啓発をしていか

ないけんのかなあというふうに思ってます。その前に、例えば今吉の田園土地区画整理事業のと
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ころは、まだまだかなり空き地があります。かなりのものがあそこに建つなあという気がしてお

りますけれども、地主さんがしっかりお持ちだということでありますので、啓発をしながら住民

がふえていく手法を講じていかなければならないということですので、今々その住宅が建てどま

ったということではありませんので、やっぱりそこを見据えながら住宅可能地の開発も、開発と

いいますか、地主さんが手を放していただくような考えも啓発をしていく必要があるというふう

に思ってます。以上です。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（３番 松本二三子君） わかりました。本当に、次々来られる方をお断りして、ほかに行

かれないように頑張っていただきたいと思います。先ほど、人数を言ったのは、済みません、村

報ではなくてホー報りー報のほうで私が見たのですので、 ５７８人です。

次なんですけれども、なかなか難しいんですが、細かく言っていただいた新しい店舗がそこま

で計画ができているんだなというのは、皆さんどうなってるかっていうのも言われてたので、ち

ょっと、あっ、そうなんだと思ってくださったと思います。これは小学生、中学生もですけれど

も、やっぱり最近、事故が米子市で結構多いなというところで、教育長さんにちょっとお聞きし

ようかなと思うんですけども、横断歩道なんです。ここもそうなんですが、イオンの西から東に

渡るときとか、結構、信号がない横断歩道っていうことなんですけれども、これは子供は関係な

いかもしれん、同じような感じなんですけれども、そこで、子供は横断歩道は必ず車がとまるも

んだと思っているという話がありまして、車は、ごめん、私は運転をしないのでわからないんで

すが、横断歩道に子供が立つ、信号がないところですよ、子供が立っていたらとまらなければ罰

金になるとかって話を聞いたんですが、子供がいない、何もないところはとまらずにスルーして

行っても大丈夫みたいな感じなんですけども、何かで見たときに、子供が立っていても、この子

がお友達としゃべっていて渡るかどうかわからない、そのときにとまらなかったら急にその子が

歩き出したみたいな感じで事故になるっていうところなんですが、子供に横断歩道では車は決し

てとまるものじゃないということを教えておられるのかどうか、ちょっとお聞きしたいんですが。

○議長（山路 有君） 井田教育長。

○教育長（井田 博之君） 松本議員の質問にお答えします。

簡単に言うと、指導しておりますということになると思います。横断歩道を渡るときの基本的

な渡り方として、一旦とまって、左右を確認してもう一回振り返って、それから安全を確認して

渡るということは常日ごろ、基本的なこととして指導がされているというふうに考えております。

以上でございます。
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○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（３番 松本二三子君） わかりました。何となく米子市の子供さんが事故に２回ぐらい遭

ったのかな、そのときは本当に横断歩道の車がとまらないのっていうのがあったので、これはや

っぱりお互いだと思うので、決して車がとまらないってことは、やっぱり保護者さんたちにも自

分の子供の命は自分、子供もです、子供も自分の命は自分で守らないといけないですので、もう

小学生ぐらいからは、その辺の指導もされているということで安心しました。

次々行かないとあれなんですが、３つ目なんですが、まだ考えていないということですが、視

察に来られたときに、結構議会の方は写真を撮って帰られるんです、証拠写真ではないんですが、

集合写真。その写真に写せる看板がないんです。玄関に何で看板がないのかと言われる。よそに

行くと大きな看板があるので、前は何か上につけると見えにくい、入らないみたいなことを言わ

れたので、できれば縦につくって、木か何かで、だめなら毛筆か何かで書いていただけると、す

ごく、最近は何とか映えみたいなので写真に撮るとすごくいい感じだなと思うので、ぜひとも考

えてないと言われずに、つけていただけると議会としても、もう日吉津っていうのをア１ールす

るために視察に行ってるようなもんですので、とは違うかもしれませんけれども、その辺はどう

でしょう。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 松本議員の御質問にお答えします。

確かに、視察に来られたときにないというのを、こちらのほうも余り考えたことがなかったの

で、気づいたということもありますし、内部で少し検討してみたいというふうに思います。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（３番 松本二三子君） 検討、課長はよく検討という言葉を使われます。検討っていうの

は善処するという意味で、ほぼ確定ということでよろしいでしょうか。

○議長（山路 有君） 高田総務課長、確定ですね。

○総務課長（高田 直人君） まあ、お金のこともありますので、ちょっとその辺は十分検討させ

ていただきます。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（３番 松本二三子君） 約束いただいたように思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。

４つ目なんですが、これは４つ目はあれでしたね、福祉センターの駐車場があるわけです、言

いたかったのはそこなんです。たくさん駐車場つくってもらっていて、イベントでたくさんあっ
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て困っていないというのはわかっているんですが、福祉センターの駐車場の使い方、ヴィレステ

があって、道路があって、福祉センター、そこを使っていいかどうかっていうのがわからないと

いう方がおられるわけです、私が聞きたかったのは。そこのところもはっきりしていただきたい

んですが、その辺はどうでしょうか。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 松本議員の御質問にお答えします。

確かに、ヴィレステの道を挟んだ反対側がデイサービスもありますし、社協の駐車場というこ

とになっておりますけども、一応、共有するということでお願いはしてありますので、その辺で

御利用いただければというぐあいに思ってますけども。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（３番 松本二三子君） それがよくわからなくて、いつでもとめていいっていうことでし

ょうか。何かこの間は午前中だから大丈夫ですよねとかって言われて、ヴィレステに入ってこら

れた方があったんですが、午後、午前関係なく大丈夫っていうことを言われるようにヴィレステ

で言ってあるってことですね。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 社会福祉センターのほうで会とかがなければ使っていただいて、午

前、午後でもいいと思っております。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（３番 松本二三子君） わかりました。では、次は聞かれたらそう答えたいと思います。

あと、ヴィレステの前で結構、先ほど言われた道路があるんです。すごく狭い道で、あります

ね、道路が。プールのほうに抜けるやつです。あれがこちら側の社会福祉協議会、福祉センター

のほうと、こちらのヴィレステのほうで、その道路を挟んでお話をされる方がすごいちょうどい

い距離なんです。あれを道路と考えておられるのかがわからないという意見があって、下手する

とちょっとずつ出てこられて、この辺でしゃべっておられるっていうのが結構あるらしくて、あ

れをあそこの向こうにおうちがある方があるので、そこでしゃべられていて、プップッて鳴らす

のかどうかすごく困っておられるんですが、あれがいかにも道路っていうふうにわかるようにで

きるっていうことはないかと聞かれたんですが、どうなんでしょう。

○議長（山路 有君） 益田建設産業課長。

○建設産業課長（益田 英則君） 松本議員の御質問にお答えします。

議員おっしゃるとおり、あそこら辺のところについては、なかなか道路というふうに受けとめ
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られない方もあるのかなというふうには感じてはおりますけれども、そこをどうにかせっていう

話になるのかなとは思うんですが、今現在そういったようなことについて対応を協議していると

いうことはないので、また、今後どのように通行される方について、認識してもらえるような姿

にするっていうことについて協議を、検討を進めていきたいと思います。以上です。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（３番 松本二三子君） また、検討されるんですけれども、ただ、課長がそう思ってくだ

さっていたとは、私はよかったなと思うんですけど、何か色をつけてくれとか、結構ああいうこ

とを言われるんですが、どういう意味かちょっと私にはわからないんですけれども、そういう声

があったということで、例えば前向きにどういう形か私もわかりませんので、そういう声があっ

たということをお願いいたします。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） その件については、ヴィレステの施設長に伝えておりますので、何らか

の形で啓発をするようにと、利用者に対して、ということと、またと示のことでは、先ほど益田

課長が答えたとおりで、改めて検討していく必要があるかなあというふうに伺ったところであり

ます。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（３番 松本二三子君） ５つ目でいいんですね。これは、きのう同僚議員の答えがあった

ので大体はわかるんですけども、きょうもおっしゃってくださったのが、コミュニティの職員さ

んがメーンではなく、自治会は自治会の自分たちでやるんだということで、それの補助、補助で

はないんですけど、支援という言葉がすごくひっかかっているんですが、支援していただくって

いうのもあれなんですが、というのが前回ありました、上２なんですが、私は、上２のときに、

前回のコミュニティを立ち上げるというときにすごく頑張ったんです。それで疲れている方がふ

えてきているんですが、そのときは、もう大分前ですので、そのときは７つのコミュニティをつ

くりました、上２では。今残っているのが、大体が世代間交流ぐらいなもので、自然消滅って言

ったら変ですけど、自然に何となくなくなったっていう。このときにも本当に役場職員さんは、

あのときは一生懸命来られたのにどこに行ったんだろうという声、うちでも確実に出てましたの

で、それをどうするかっていうことを、じゃあ、なくすのかどうするのかっていうのが出てると

きに、ちょうど今回のお話が出たのでよかったなと思うんですけども、先ほどあったように、お

うちがたくさん建ってきて本当にいろんなところから来られてますので、今までのコミュニティ

が普通に使えるかっていうと、もうそういう場合ではなくなってきているので、新たなことを考
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えなきゃいけないというところにきてると思うんですけれども、いろんな年代がいますし、いろ

んなところから来られてるんで、ライフスタイルっていうのが全く違うんですね。今までこうだ

ったからこうしてくださいっていうのが絶対に通用しませんので、もう全て、何でしょう、集ま

りがあったら全員、各家から集まって何とかって、今までもなかったんですが、そういうような

難しくなってきているので、そこをどう引き出してくるかっていう、じゃあ、みんなもう知らな

い人は自分たちでやってくださいなんていうことは絶対にあり得ないことですので、一番困るの

がやっぱり防災の面ですね。雪かき一つにしてもそうだと思うんです。難しくなってきているの

で、その辺をきのうのお話ではちょっと私にはわかりにくかったんですけれども、職員さんが何

人というのはわかりました。どういう形でやってきて、どこに来て、じゃあ、何をするのかって

いうところをちょっと詳しくお聞かせください。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 松本議員の御質問にお答えします。

大まかなところはきのう答弁したところですけども、職員がまず行って、各自治会のほうに、

役員会なり打ち合わせをして、そういう会に出させていただいて、まずは何か課題がないかとか

何か困ってることがないかというようなことをお聞きしたり、今まで３回、４回出てるんですけ

ど、大体最初に言われるのは特に困ったことはないというような、やっぱり御意見を言われるん

ですけど、やっぱりいろいろ多分話していく中で、例えばごみで実はこういうことがちょっと少

し問題があってというような、そういうことをまずお聞きして、どういうぐあいに、じゃあ、各

自治会でそれを対応するか、じゃあ、それに対して行政として何ができるかというようなところ

を、今後少しずつ、ですから、まずはその状況、自治会の現状をお聞きして何か課題を見つけて

お手伝いできることがないかなということがスタートかなというぐあいに思ってます。以前も、

先ほども言われましたように、上２は７つの委員会があって、職員として私も出たりしておりま

して、ただ、やはり自治会長さんがかわられたり、いろいろすると、やはりコミュニティと自治

会との役割がどうなのかとか、少しそういうことがあってだんだん少し下火になったりしたこと

もあって、そういうときになかなか職員も出づらくなったりして、なかなか上２のほうにも出れ

なくなったということもあります。ですから、そういうことのないように、自治会と十分お話を

聞きながらサポートできることがないかなということを探り探りですけども、一緒になってでき

たらなというぐあいに思ってます。以上です。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（３番 松本二三子君） わかりました。本当に困ったことはないと言われるのは、多分困
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ったことが何かもわからない状態の方が、自治会長はかわるし、班長さん１年でかわったり、２

年でかわったりしますんで、そこのところをやっぱり引き出していただくのはありがたいですけ

れども、じゃあ、行政のほうにおんぶにだっこでいいのかっていう問題は絶対ないですので、た

だ、来てもらってしまうとそういう感覚を持ってしまう方が多いので、そこを上手にア１バイス

なり何かしながらしてくださるのかなと思ってるんですが、そうでいいですね。なので、そこの

ところはまた、きのうもされてますので詳しくはいいと思います。

ここまで来て、２点目のほうなんですけれども、先ほど言いました、防災無線でこの間あった

ようなことを、お知らせはわかるんですが、こういうことがありました気をつけましょうで、そ

の後どうなったかっていうのは余り聞こえてこないというので、すごく不安を持ったままの方が

あるっていうことをお伝え、こうなりましたということは個人情報もありますのでする必要はな

いんですけども、その辺をそういうことを何か怖がられてしまうっていう感覚があるっていうと

ころもちょっと考えていただけたらいいなと思います。それで、今までそうです、情報流して注

意してくださいっていうので、大体今までそうやって終わっていたものかどうか聞かせてくださ

い。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） 松本議員の御質問にお答えします。

結果が出るものについては、こういうことでしたということで放送できるんですけど、そうい

う案件があって本当に注意喚起っていうか、そういう場合はもう注意喚起を繰り返しするってい

うこともありますので、結果が出るものについては、そういう結果がありましたという放送はす

るようにしております。以上です。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（３番 松本二三子君） 次は、犬のふんの部分ですけども、条例があってからは結構皆さ

ん関心を持ってあれだったんですが、なかなか、最近歩いていると本当に犬のふんとか、御丁寧

に袋に入れてあるコンビニの袋にいっぱいいろんなものが入ってこう置いてあったりとかするの

で、これを不思議なもんなんですけど、犬のふんのことなんですけども、以前は「皆さんが迷惑

されています、こうしてください、ああしてください」という村報の書き方だったんですが、今

回何でこれを言ったかというと、今回の村報の書き方が「お宅の犬や猫、御近所から嫌われてい

ませんか」という、この書き方だったんですよ。これはすごいなと思って、わかりませんがどな

たか。飼い主さんはやっぱり犬とか家族だと思っておられるんで、すごく大切にされているので、

その犬が嫌われていませんかって言われたら何となく考えるんじゃないかっていう、この情に訴
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えるような、こういうやり方をちょっと変えられたのかなっていうのをちょっと思ったので、聞

かせていただこうと思ったんですが、これはそういう考えがあったんでしょうか。御存じでしょ

うか。

○議長（山路 有君） 清水住民課長。

○住民課長（清水香代子君） 松本議員の御質問にお答えいたします。

よく行政懇談会なんかに出たときに、最初のころにはやはり、村報だけではなくって防災無線

でもそういうこと周知してもらわんと、見るだけじゃなくって聞けばやっぱりみんな耳に残ると

いうことで、たしかこれは上口２区の懇談会のときに言われた方があって、防災無線でも定期的

に入れております。今の、ちょっと村報の訴え方というのがどういう、そこまでの意図だったか

っていうのは私もはっきりと、担当職員のほうに原稿のほう、つくってもらってますのであれで

すけど、やはり最近多いので、そういうことでやはり、だんだん高齢とか単身世帯になられると

りットというのも家族的な役割を果たすようになってきておりますけれど、やはりそれについて

御近所にも迷惑、犬よりも最近どちらかというと猫のほうでの問い合わせっていうことも近所の

方からあったりというようなこともありますので、そういうことも踏まえて、やはりみんなが地

域でうまく連携、うまくやっていけるというと、ちょっと言葉が思いつかないんですけれども、

御近所同士がしっくりいけるようにっていうことでの中で、御家族、そのりットを飼っておられ

る方に対しての気づきという意味でそういう表現になったと思っておりますので、御理解いただ

きたいと思います。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（３番 松本二三子君） 本当に手をかえ品をかえではないですけれども、罰則も大事かも

しれませんが、やっぱり自分のことで犬や猫が嫌われないように何とか自分でしていただきたい

なという思いで、これは本当にいろんなやり方があるなと思って見ていました。

最後なんですが、野焼きをやめましょうというのもありました。これ原則禁止ですということ

なんですが、お互い気持ちよく生活できるようにっていうことでしょ、これも。その中で、農業

に伴う野焼きやとんど焼き等は例外として認められていますというのが村報に載っています。こ

のとんどさんですね、１月の、うちは７日なんですけども、これが自治会で今すごくどうしよう

という問題になっているというのを村長は御存じですか。

○議長（山路 有君） 石村長。

○村長（石 操君） 御存じかということでありますので、承知いたしております。

○議長（山路 有君） 松本議員。
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○議員（３番 松本二三子君） これも自治会の問題でもありますので、行政でどうこうっていう

のはありませんし、どうでしょうって聞く気もありませんけれども、本当にこういうことが今ま

で当たり前に正月のことでやってたってことが違う目線というか、違う角度から見るとすごい危

ないことをしていたという考え方も出てくるんです。こういうことが本当にいろんな、何という

んでしょう、多様な考え方が出てきてますので、今まで通ってたことがどんどん変わってくるっ

ていう場合があるので、その辺もやっぱり自治会で困り事になってくるので、その辺もまた役場

の方が来てくださるときには相談に乗ってあげてほしいなと思います。

あと、先ほどから村長が２区、２区とおっしゃるんです。これを私はどうもあれなんですが、

本当にいろんな、昔って言ったらいけない、前からおられる方は上口１区、上口２区でやってお

られたんです。私が習ったのは、上二自治会ですよと言われて、「かみに」の「に」も漢数字の

「二」だということが正式ですよと総務課で聞いたような気がするんですけれども、ただ、どう

しても上口２区とか１区とかになってしまうんです。バスが上口１区、２区って載ってるんです

よ、バスの新しいやつの。あれがいいのか悪いのかはわからないんですけれども、正式にはどう

なんでしょう。これは困り事です。

○議長（山路 有君） 高田総務課長。

○総務課長（高田 直人君） そうですね、昔から上口１区、２区っていう通称っていいますか、

ずっとそういう形で、最近、確かに上１自治会とかっていう、文章とか出すときにはそういうい

い方で出したりしますけど、まだまだ上口１区、２区って呼ばれてる方もおられますので、あな

がち間違えではないというぐあいには思っておりますけども、実際には表示としては、今、区っ

ていう、日吉津上１自治会とかっていういい方になってるかなというぐあいに思います。以上で

す。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（３番 松本二三子君） 本当に新しい人に聞かれてどうかっていうのは、何でかっていう

と、公民館に上口二区自治会っていう看板、きょうは看板でしつこいようですが、看板っていう

か出てるんですね。あれを見られるので上口２区じゃないですかって言われるんです。そこのと

ころの正式なことをきょう聞きたかったんですけども、また改めて聞かせていただいて、もし上

２自治会であれば、そこの公民館の看板なりを変えるま算をつけてくださるとうれしいなと思っ

て、終わりたいと思います。

○議長（山路 有君） 以上で松本議員の一般質問を終わります。

・ ・
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○議長（山路 有君） 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。

本日はこれをもって散会いたします。

次回の本会議は１２月１０日、来週月曜日です。午前９時から議案質疑を行います。本議場に

お集まりください。御苦労さまでした。

午前１０時４９分散会
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